
奈
良
県
訓
令
第
十
二
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

第
二
条
第
八
号
中
「
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
長
」
を
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第

十
四
号
中
「
道
路
政
策
官
、
防
災
政
策
官
及
び
河
川
政
策
官
」
を
「
防
災
政
策
官
、
道
路
政
策
官
、
河

川
政
策
官
及
び
ま
ち
づ
く
り
政
策
官
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る

所
長
及
び
同
項
第
十
二
号
」
を
「
及
び
同
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
、
同
項
第

十
二
号
に
規
定
す
る
部
長
」
を
削
り
、
同
条
第
二
十
四
号
イ
中
「
（
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
理
事
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
部
参
与
」
の
下
に
「
（
政
策
参
与
（
危
機
管
理
担
当
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

「
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
次
長
」
を
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
次
長
」
に
、
「
防
災
政
策
官
」
を
「
ま
ち

づ
く
り
政
策
官
」
に
、
「
エ
、
キ
か
ら
ケ
ま
で
及
び
コ
」
を
「
ウ
、
エ
、
ク
及
び
ケ
」
に
改
め
、
同
号

ウ
中
「
知
事
公
室
次
長
（
秘
書
担
当
）
及
び
」
及
び
「
、
統
計
分
析
課
」
を
削
り
、
同
号
エ
中
「
知
事

公
室
次
長
（
南
部
東
部
振
興
・
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
担
当
）
並
び
に
」
を
削
り
、
同
号
オ
中
「
知
事

公
室
次
長
（
防
災
（
技
術
）
担
当
）
」
の
下
に
「
、
政
策
参
与
（
危
機
管
理
担
当
）
」
を
加
え
、
「
、

消
防
救
急
課
及
び
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」
を
「
及
び
消
防
救
急
課
」
に
改
め
、
同
号
カ
中

「
女
性
活
躍
推
進
課
、
奈
良
っ
子
は
ぐ
く
み
課
」
を
「
こ
ど
も
・
女
性
課
、
こ
ど
も
保
育
課
」
に
改
め
、

同
号
キ
中
「
、
医
療
保
険
課
及
び
介
護
保
険
課
」
を
「
並
び
に
医
療
保
険
課
、
介
護
保
険
課
及
び
地
域

包
括
支
援
課
」
に
改
め
、
「
並
び
に
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室
の
課
の
室
長
」
を
削
り
、
同
号
ク
中
「
薬

務
課
の
課
長
」
を
「
薬
務
・
衛
生
課
の
課
長
、
医
療
政
策
局
に
置
く
参
事
」
に
改
め
、
同
号
ケ
中
「
な

ら
の
観
光
力
向
上
課
の
課
長
、
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
の
課
長
及
び
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
室
」
を
「
観
光

戦
略
課
及
び
観
光
力
創
造
課
の
課
長
、
奈
良
公
園
室
」
に
改
め
、
同
号
コ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

コ

ま
ち
づ
く
り
推
進
局
次
長
並
び
に
ま
ち
づ
く
り
政
策
官
並
び
に
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
県
土

利
用
政
策
課
、
公
園
企
画
課
、
住
宅
課
、
建
築
安
全
課
及
び
営
繕
課
の
課
長
並
び
に
当
該
課
が

主
管
す
る
出
先
機
関
の
所
長

ま
ち
づ
く
り
推
進
局
長

第
二
条
第
二
十
四
号
シ
中
「
、
所
又
は
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
」
を
「
又
は
所
」
に
改
め
、
同
条

第
三
十
一
号
中
「
奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
一
号
）
第
二



条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
を
「
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
職
員
の
人
事
、
給
与
、

福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
総
務
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
が
管
理
す

る
も
の
」
に
改
め
る
。
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